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〇 学年ごとの体育行事 「繋」 無事に終了！！ 

 新型コロナウイルスの影響で、例年とは異なり年次ごととなった体育行事が去る 9 月

28・29・30 日に開催されました。天候にも恵まれ、限られた時間の中で生徒のみなさん

が一生懸命競技に取り組んでいる様子が大変印象的でした。 

 また、今回の体育行事は、体育行事実行委員会のみなさんが中心となり、行事の企画・運

営に力を注いでくれました。本番も審判や用具など、主体的に仕事に取り組んでいました

ね。応援団についても、各団の団長・パフォーマンス長が中心となって練習に精一杯取り組

み、本番では見ごたえのあるパフォーマンスを見せてくれました。 

 各年次の順位及び総合の順位は以下の通りです。優勝した団のみなさん、おめでとうござ

います！！その他の団も結果を問わず全力を尽くした素晴らしい体育行事となりました！来

年度以降も熱い想いを「繋」いでいきましょう！！ 

◎年次別順位及び総合順位◎ 

１年次 

1 位：黄団 

2 位：白団 

3 位：橙団 

2 年次 

1 位：緑団 

2 位：青団 

3 位：橙団 

3 年次 

1 位：白団 

2 位：青団 

3 位：緑団 

総合 

1 位：緑団 

2 位：白団 

3 位：青団 
  
 

〇 冬服の着用方法を確認しておこう！！ 

10 月に入り、朝晩は肌寒く感じる季節になってきました。みなさんの中にはブレザーなど

の冬服を着用して登校する人も増えてきていると思います。10 月末まではブレザーを着用し

なくてもよいことになっていますが、寒さを感じたら、ベストやセーター、ブレザー等を着用

し、体調管理に努めてください。なお、ブレザーが必着用になるのは、11 月 2 日（月）から

になります。 

なお、寒い日にブレザーを着用せずに防寒着を着用することはできません。防寒着を着用す

る際は、ブレザーを着て、その上に防寒着を着用する等、冬服の着用方法を確認しましょう。 

 

【防寒着規定】（生徒手帳より） 

○ 必ずブレザーを着用して、その上に防寒着を着用のこと。 

○ コートであること。（ジャケット、ジャンパー、綿素材やフリース素材は禁止） 

○ ブレザーが隠れる十分な丈があるもの。 

○ 無地／紺・黒・ダークカラーとする。（グレー、キャメル含む） 

〇 制服の上に着るにふさわしくない、華美なものは不可。 

 



 

〇 SNSの利用方法を改めて見直そう。 

 LINE、Twitter、Instagram など、みなさんの生活に SNS は欠かせない存在となってい

るかと思います。SNS は友人とのコミュニケーションツールとして大変便利なものですが、

一歩間違えると思わぬ形で個人情報が流出したり、不愉快な思いをしたりすることもありま

す。気付かないうちに自分が加害者になることだってあります。 

 決して「他人事」だと思わずに、以下の「SNS の使い方チェックリスト」を使って、今一

度 SNS の利用方法を見直してみましょう。 

★SNSの使い方チェックリスト★ 

〇 SNS の投稿は自分自身に責任が生じていることを十分に認識していますか？ 

〇 人物が特定できる状態で写った写真や動画を公開するときは、相手の許可を得てから行っ

ていますか？ 

〇 本人確認ができないあやしいアカウントを安易にフォローしたり、メッセージなどのやり

取りをしたりしていませんか？ 

〇 その場の感情にまかせて、他人を不快にさせてしまう投稿をしていませんか？ 

〇 SNS などでメッセージのやり取りをするときは、誤解を生まないように言葉遣いに注意

していますか？ 

〇 一度投稿した内容は、たとえ削除したとしても、不特定多数の人に見られている可能性が

あることを認識していますか？ 

→もし、問題のある使い方をしていることがわかったらすぐに改善しましょう。また、何かトラブル

等があった場合は、ひとりで抱え込まず、先生方に相談するようにしましょう。 

 

〇 自転車利用・通学のルールについて見直そう。 

だんだん日が短くなってきました。下校時は夕暮れ時で、ドライバーから自転車や歩行者が

確認しにくい時間帯となります。これまで以上に自転車の利用方法、交通安全に注意しながら

生活するようにしてください。 

「当たり前」を見直そう！自転車利用のチェックリスト 

〇 イヤホンをして音楽を聴きながら自転車を利用していませんか？ 

〇 夜間は必ずライトを点灯させて自転車を運転していますか？ 

〇 スマホを操作するなどの「ながら運転」をしていませんか？ 

〇 「止まれ」の標識がある場所は、一時停止を実施していますか？ 

〇 車道を運転する際、「逆走」をしていませんか？ 

〇 傘さし運転や二人乗りなど、危険な運転をしていませんか？ 

 

また、自転車通学をしている生徒のみなさん、「自転車通学申請書」を生徒部に提出して、

ステッカーを自転車の見える位置に貼っていますか？ 

世田総で自転車通学をする場合は、事前申請が必要です（条件あり）。万が一、申請をせず

に自転車通学をしている場合は大至急、生徒部のところまで来てください！！ 

 

 


